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令和６年度　大仙市農作業標準賃金・料金表（秋作業抜粋）

　

表
紙
の
写
真
は
、
神
岡
地
域
の

小
笠
原
海
斗
さ
ん
（
27
歳
）
で
す
。

　

小
笠
原
さ
ん
は
会
社
員
で
し
た

が
、
実
家
が
水
稲
と
花
卉
を
生
産

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
以
前
よ
り

花
卉
農
家
と
し
て
生
計
を
立
て
た

い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

脱
サ
ラ
し
西
仙
北
地
域
に
あ
る
大

仙
市
西
部
新
規
就
農
者
研
修
施
設

で
令
和
４
年
４
月
よ
り
１
年
間
の

研
修
を
受
け
、
花
卉
栽
培
技
術
や

農
業
簿
記
な
ど
の
就
農
に
必
要
な

技
能
と
知
識
を
習
得
し
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
４
月
か
ら
約
30
ア
ー

ル
の
農
地
を
借
り
入
れ
て
、
ケ
イ

ト
ウ
と
リ
ン
ド
ウ
の
栽
培
を
始
め

ま
し
た
が
、
就
農
初
年
の
ケ
イ
ト

ウ
に
つ
い
て
は
肥
料
過
多
等
に
よ

り
計
画
ど
お
り
の
収
穫
と
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
今
季
は
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
生
産
を
行
い
、
直
売

所
や
Ｊ
Ａ
に
出
荷
を
行
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。
花
卉
は
天
候
や

社
会
情
勢
に
影
響
を
受
け
や
す
い

の
で
、
市
場
の
動
向
に
も
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
し
さ
が
あ

る
と
感
じ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

ま
た
、
就
農
と
同
時
に
認
定
新
規

就
農
者
と
な
り
、
規
模
拡
大
に
向

け
有
利
な
資
金
制
度
を
利
用
す
る

な
ど
将
来
を
見
据
え
た
堅
実
な
農

業
経
営
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
し

た
。
就
農
２
年
目
と
な
り
ま
す
が

周
り
の
先
輩
達
と
も
交
流
し
な
が

ら
日
々
研
鑽
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　
　

広
報
専
門
委
員

鈴
木　

靖
浩
（
神
岡
地
域
）

管
内
農
業
者
等
の
紹
介
①

管
内
農
業
者
等
の
紹
介
①

お
が
さ
わ
ら

か
い
と

　農業委員会では、農作業を依頼するときの目安となる標準額を定めています。
　この金額は、標準額ですので圃場状態や作業の難易度により当事者間で協議の上、決定する目安
としてご活用ください。（金額は、消費税10％が加算されています。）

区　　　　　分 単　位 金額（円）

　刈　　取

　一貫作業

籾　　運　　搬

籾　　乾　　燥

籾 摺 り 調 整

10a

10a

10a

60kg

60kg

16,960

18,140

30,160

32,400

1,710

1,090

510

籾摺り調整（色彩選別含む） 60kg 750

地　上　防　除 10a（1回） 1,500

・すみ刈は含みません。

・農薬代は含みません。

・一貫作業は刈取から調整までとします。
・色彩選別料は含まない。

・色彩選別単独の場合は300円/30kg
　（税込み330円）但し労賃含まない。

整 理 田

未整理田

整 理 田

未整理田

コンバイン

◎ 未整理田とは30a未満の圃場をいいます。 令和６年10月１日施行

備　　　　　考

一　般　作　業 1日 7,608

オペレーター 1時間 1,330

・作業時間は８時間とし、賄いは無しとし
　ます。
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令和７年４月から農地の利用権設定等は
地域計画に基づく農地中間管理事業の活用が基本となります

令和７年４月から農地の利用権設定等は
地域計画に基づく農地中間管理事業の活用が基本となります
地域計画に基づく農地の利用権設定等を農地中間管理事業に一本化
　令和７年４月以降に効力が発生する農地の貸借や売買等を行う場合は、 ❶農地法に基づく許可を得るか、
❷農地中間管理機構を通す農地中間管理事業を活用するか、どちらかの手続きになります。

　現在の基盤強化法による賃貸借の契約期間の延長や、売買・交換を行いたい場合には、令和７年２月上
旬までに農業委員会に申し出てください。

令和7年3月31日まで

① 農地法第３条

② 農業経営基盤強化促進法

③ 農地中間管理事業

令和7年4月1日から

① 農地法第３条

② 農地中間管理事業

※地域計画に基づく
　利用権設定等を一本化

継続

一本化

地域計画とは
　地域計画は、人と農地の問題を解決することを目的に、地域農業の将来の在り方を明らかにする設計図で、
地域の話し合いを基に、概ね10年後の目指すべき姿（＝目標地図）を含め、市が作成します。
　農地中間管理事業の活用にあたっては、地域計画の達成に資することが必要となります。

農地中間管理事業とは

地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて

　農地中間管理機構は県知事が指定した公的機関であり、秋田県では秋田県農業公社が指定を受け、農地
中間管理事業を行っています。
　農地中間管理事業とは、農地の所有者（出し手）から、地域計画（目標地図）に位置付けられた耕作者（受
け手）に対して、農地中間管理機構を通して農地の権利移動（貸借・売買等）を行う事業です。

○地域計画内の農地については、農振地域農用地区域からの除外や農地転用許可には、あらかじめ市町村による
　地域計画の変更（除外）手続が必要となっています。
○この場合、地域計画の変更前に、農振法による農用地区域からの除外手続きや農地法による転用許可に係る事
　前相談などは開始できますが、農振除外の変更案の公告・縦覧や農地転用申請は、地域計画の変更告示後に行
　う必要があります。
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　農業委員会では、耕作放棄地等の発生を防止するため、今年も旧市町村の地域毎に８月から９月に
かけて農地パトロール（利用状況調査）を実施しました。
　パトロールは農地の利用促進につなげるための情報収集を目的とし①農地利用の確認②遊休農地の
実態把握③違反転用の発生防止・早期発見の３点に主眼を置いて、各地域の農業委員、農地利用最適
化推進委員に事務局・分室の職員が同行し、状況を確認しました。不適切な農地の管理者には、是正
指導等を行う場合があります。遊休農地の発生の主な原因は、農家の高齢化や後継者不足等にあると
考えられますが、一旦荒らしてしまった農地には引き受け手がいなくなるなどの問題があります。農
家の皆さんには、農地を遊休農地化させないように日頃から適切な管理をお願いします。

農地パトロールを実施しました農地パトロールを実施しました

南　外　地　域

中　仙　地　域

適切な農地の管理を心掛けましょう。
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NEWS

事務局（神岡支所内）… 0187-72-4611（直通）
大曲分室……………… 0187-63-1111（代表）
西仙北分室…………… 0187-75-2966（直通）
中仙分室……………… 0187-56-2325（直通）
協和分室……………… 018-892-3694（直通）
南外分室……………… 0187-74-3001（直通）
仙北分室……………… 0187-63-3003（代表）
太田分室……………… 0187-88-1115（直通）

許
可
申
請
の
締
切
日
等

各
種
申
請
書
の
提
出
締
切
日
と
許
可
書
の

交
付
日
は
基
本
的
に
左
記
の
と
お
り
で
す
。

申請内容 締切日 許可書交付日

農地の権利移動の許可
（農地法第３条） 毎

月
20
日
頃

翌月の総会終了後
１週間以内

農地転用の許可
（農地法第４・５条）

翌月の総会終了後１週間以内
もしくは３週間以内

農用地利用集積計画に
関する申請

翌月の総会終了後
１週間以内

買受適格証明申請 随時
受付

翌月の総会終了後
１～２日後

農業委員会へのお問い合わせは

全国農業
新聞

経営とくらしに役立つ
　　　情報をお届けします！

農家のための情報誌

『全国農業新聞』

◆発行日　週１回（金曜日）
◆発行元　全国農業会議所
◆購読料　月700円［送料、税込み］

○購読料の支払いは、JAの口座引落しが便利です
○お申込みは、農業委員会事務局または各分室まで　

経営とくらしを応援!!

令和7年度分  軽油引取税免税証（農業用）交付申請の集合受付について

●集合受付日程
地　域 受　付　日 時　　　　間 会　　　　場

西仙北地区
大曲・協和地区
中仙地区
上太田・神岡地区
仙北・南外地区
下太田地区

令和6年12月18日(水)
令和6年12月19日(木)
令和6年12月20日(金)
令和6年12月24日(火)
令和6年12月25日(水)
令和6年12月26日(木)

午前10時～午前11時30分
午後１時～午後２時30分

午前10時～正午

秋田県立農業科学館
（多目的ホール）

※ 皆様の待ち時間短縮のため、書類は記入の上でお越しくださるよう御協力をお願いします。
　 （書き方がわからない場合でも、住所・氏名・連絡先はあらかじめ記入してください。）

●注意事項

【お問い合わせ・送付先】 
秋田県総合県税事務所　課税部　課税第二課
住 所：秋田市山王4－1－2
ＴＥＬ：018－860－3341　ＦＡＸ：018－860－3333

お　知　ら　せ

○　農業用軽油引取税免税証の交付申請については、以下の日程で、集合受付を実施します。
○　総合県税事務所仙北支所での受付は、令和7年2月3日（月）から行う予定です。
○　郵送申請の受付期間は令和6年12月1日（日）から令和6年12月31日（火）まで（消印有効）となります。
○　詳細は「美の国あきた（県ウェブサイト）」をご覧ください。（コンテンツ番号：66308）

①　申請する上での必要書類については、前回免税証交付時にお渡しした「農業用免税証交付申請の手続
　　きについて」または「美の国あきた（県ウェブサイト）」をご覧ください。（コンテンツ番号：7689）
　　右下のQRコードからもアクセスできます。
　　各書類は課税第二課及び県税事務所各支所で配布しています。また、一部を除きウェブサイトよりダ
　　ウンロード可能です。
②　申請内容・書類に不備があり、連絡がつかない等の場合、希望どおりの交付にならない場合がありま
　　すので、申請書に日中連絡のつく連絡先を必ず記入してください。

【令和７年度分　軽油引取税
免税証（農業用）の交付申請の
受付について】（コンテンツ番
号66308）のQRコード

【農業用免税軽油の申請手続
きについて】（コンテンツ番号
7689）のQRコード
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編
集
後
記

　

米
の
価
格
が
上
昇
し
て
い
る

と
い
う
。「
こ
ん
な
急
激
な
米

不
足
と
値
上
が
り
は
、
今
ま
で

な
か
っ
た
」、「
新
米
が
出
れ
ば

落
ち
着
く
だ
ろ
う
」
と
魁
新
聞

に
書
い
て
あ
っ
た
。
国
で
は
米

が
足
り
て
い
る
と
言
っ
て
い
る

が
、
本
当
だ
ろ
う
か
。
人
口
減

少
に
よ
る
需
要
の
減
少
は
確
実

に
見
込
ま
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

以
上
に
生
産
者
も
減
少
す
る
よ

う
に
思
う
。
そ
う
な
ら
な
い
よ

う
に
今
か
ら
稼
げ
る
農
業
の
実

現
や
農
業
者
が
資
材
原
価
や
労

働
に
見
合
っ
た
所
得
を
得
ら
れ

る
農
業
に
夢
と
希
望
が
持
て
る

よ
う
な
国
の
支
援
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
。
広
報
委
員
会
で

は
地
域
の
魅
力
あ
る
経
営
を
行

っ
て
い
る
農
家
、
法
人
等
を
紹

介
し
、
こ
れ
か
ら
の
担
い
手
、

新
た
に
農
業
を
始
め
た
い
人
た

ち
の
参
考
と
励
み
に
な
れ
ば
と

今
後
も
各
農
業
委
員
、
推
進
委

員
の
も
と
、
引
き
続
き
有
益
な

情
報
を
届
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

広
報
専
門
委
員　

長
澤　

信
徳

（
太
田
地
域
）

農
業
委
員
会
だ
よ
り【
第
二
十
七
号
】

■
発
行
／
大
仙
巿
農
業
委
員
会

　
〒
０
１
９
ー
１
７
０
１

　
秋
田
県
大
仙
巿
神
宮
寺
字
蓮
沼
１６
ー
３

■
編
集
／
大
仙
巿
農
業
委
員
会
広
報
専
門
委
員
会

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
８
７（
72
）４
６
１
１

■
印
刷
／
㈱
松
本
印
刷

このまちと みんなの未来に 華よ咲け
　

仙
北
地
域
で
農
業
を
営
ん
で
い

る
草
彅
真
也
さ
ん
（
39
歳
）
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

　

草
彅
さ
ん
は
美
郷
町
で
生
ま
れ
、

大
学
卒
業
後
、
会
社
勤
務
を
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
結
婚
を
機
に
仙

北
地
域
に
移
り
住
み
ま
し
た
。

　

当
初
は
農
業
経
験
が
な
い
全
く

の
素
人
で
し
た
が
、
義
父
の
ア
ス

パ
ラ
ガ
ス
栽
培
の
手
伝
い
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
ト

マ
ト
栽
培
に
興
味
を
覚
え
、
知
人

の
元
で
基
本
技
術
を
学
び
、
そ
れ

が
今
の
ハ
ウ
ス
栽
培
技
術
の
基
礎

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

十
二
年
前
、
ハ
ウ
ス
三
棟
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
ト
マ
ト
栽
培
は
、

今
で
は
ハ
ウ
ス
二
十
棟
に
規
模
を

拡
大
し
て
お
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど

独
学
で
す
が
、
隔
離
技
術
の
ボ
ッ

ク
ス
栽
培
や
ハ
ウ
ス
内
の
温
度
、

湿
度
、
Ｃ
Ｏ
2
濃
度
の
セ
ン
サ
ー

で
の
測
定
管
理
、
ハ
ウ
ス
内
の
換

気
や
溶
液
水
管
理
な
ど
に
も
先
端

技
術
を
取
り
入
れ
、
ス
マ
ー
ト
農

業
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
地
球

規
模
で
気
候

が
温
暖
化
・

高
温
化
し
身

近
な
環
境
に

も
影
響
を
与

え
て
い
ま
す

が
、
気
温
変

化
に
も
対
応

で
き
る
技
術
の
研
究
と
先
端
技
術

の
進
取
に
取
り
組
む
姿
に
経
営
戦

略
へ
の
気
概
を
感
じ
ま
し
た
。
草

彅
さ
ん
の
今
後
の
活
躍
を
応
援
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

広
報
専
門
委
員

小
松　

伸
一
（
仙
北
地
域
）

管
内
農
業
者
等
の
紹
介
②

管
内
農
業
者
等
の
紹
介
②

※1 農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金（付加年金保険料月額400円）への加入が必要です。
※2 農業者年金と国民年金基金（旧みどり年金を含む）及び個人型確定拠出年金（イデコ）とは重複加入できませんのでご注意ください。
※3 納めた保険料は、脱退後も農業者年金基金が運用を続け、将来、年金として支給します。そのため、脱退一時金はありません。

●老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。
●あなたの老後生活への備えは十分ですか？
●途中脱退、再加入も可能です。

65歳未満
60歳以上は、国民年金の
任意加入被保険者

農業者年金へは、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

農業者年金で安心で豊かな老後を！

国民年金第１号
被保険者

国民年金保険料納付免除者を除く。

年間60日以上
農業に従事


